
上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月２６日提出 

                     上越市教育委員会教育長  早 川 義 裕 

上越市教育委員会規則第３号 

上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

上越市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（昭和４６年上越市教育委員会規則第 

１０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１南本町小学校の項中「及び南高田町」を「、南高田町、下四ツ屋、西松野木、長

者町、天野原新田、本長者原、今池、桜町、薮野、辰尾新田、東稲塚新田及び下稲塚」に改

め、同表三郷小学校の項を削る。 

別表第２城西中学校の項中「、大和小学校及び三郷小学校」を「及び大和小学校」に改め、

同表雄志中学校の項中「及び高士小学校」を「、高士小学校及び牧小学校」に改め、同表牧

中学校の項を削り、同表に次のように加える。 

諏訪中学校 上越市全域 

附 則 

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 別表第１の改正規定及び別表第２の改正規定（同表雄志中学校の項中「及び高士小学

校」を「、高士小学校及び牧小学校」に改め、同表牧中学校の項を削る部分を除く。） 

令和８年４月１日 

 ⑵ 別表第２の改正規定（同表雄志中学校の項中「及び高士小学校」を「、高士小学校及

び牧小学校」に改め、同表牧中学校の項を削る部分に限る。） 令和９年４月１日 

 

 


